
当社は、「ホワイト物流」推進運動の趣旨に賛同し、以下のように取り組むことを宣言します。 最終更新：
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下請取引の適正化

「ホワイト物流」推進運動

持続可能な物流の実現に向けた自主行動宣言

企業・組合名 氏名 所在地 主たる事業役職 ホームページ

代表取締役

取組内容

物流事業者と十分な協議を行った上で運賃及び料金の策定を進めて参ります。

契約をすすめる上では物流事業者の法令遵守状況をよく確認した上で選定を致します。

私たちは「ホワイト物流推進運動」の趣旨に賛同し、持続可能で働きやすい物流環境の整備を目指します。
私たちは単独の荷主として、またEC支援事業者として、物流業界の一助となるべく、取引先や物流事業者との緊密な連
携・協力のもと、法令遵守を徹底し、公正で透明な契約を推進してまいります。これらの取り組みを通じ、社会における物
流の持続可能性向上に貢献いたします。

契約の相手方を選定する際の
法令遵守状況の考慮

PR欄

分類番号 取組項目

東京都 サービス業（他に分類されないもの）株式会社　TOKYOGATE 釣部　雅義

（取組方針）
・事業活動に必要な物流の持続的・安定的な確保を経営課題として認識し、生産性の高い物流と働き方改革の実現に向け、取引先や物流事業者等の関係者との相互理解と協力のもとで、物流の改善に取り組
みます。

（法令遵守への配慮）
・法令違反が生じる恐れがある場合の契約内容や運送内容の見直しに適切に対応するなど、取引先の物流事業者が労働関係法令・貨物自動車運送事業関係法令を遵守できるよう、必要な配慮を行います。

（契約内容の明確化・遵守）
・運送及び荷役、検品等の運送以外の役務に関する契約内容を明確化するとともに、取引先や物流事業者等の関係者の協力を得つつ、その遵守に努めます。
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https://tokyogate.co.jp/


